
令和５年度 社会福祉法人・社会福祉施設等指導監査実施計画

Ⅰ 社会福祉法人，社会福祉施設等に対する指導監査について

１ 基本的な考え方

「指導監査」は，福祉サービスの提供主体である社会福祉法人（以下「法人」という。）

及び社会福祉施設（以下「施設」という。）が，利用者のニーズに応じた良質で適切な福祉

サービスを提供できるよう，適切な法人運営及びサービスの提供体制の確保を図る目的で行

うものである。

また，指導監査に当たっては，法人たる要件に重大な疑義のある場合は厳正な指導をする

とともに，最近の社会的動向に即して，法人の自主性及び自律性を尊重しながら指導･育成

の面に重点をおくなど，メリハリのある指導監査の実施が求められている。

以上のことを基本として踏まえながら，令和５年度における指導監査は，社会福祉法，関

係法令・通知，「社会福祉法人及び社会福祉施設指導監査実施要領」をはじめとする各要領

等に基づいて，地域振興局及び支庁（以下「地域振興局等」という。）と本庁が連携を図り

ながら，効果的かつ効率的な指導監査を実施することとする。

なお，経営組織のガバナンス(内部統制)の強化や事業運営の透明性の向上，財務規律の強

化などを図るための改正社会福祉法が平成29年４月に本格施行され，国において法人の指導

監査を行う基準である「社会福祉法人指導監査実施要綱」が制定されたことから，本要綱に

基づき，適切な指導監査を実施するとともに，法人が自ら適正な運営を行うよう法人に対し

て周知を図ることとする。

２ 主眼事項及び着眼点

主眼事項及び着眼点は，国の示す「社会福祉法人指導監査実施要綱」等の関係通知並びに

前年度の指導監査の結果等を踏まえたものとし，併せて「社会福祉施設等概要報告書及び自

主点検表」に反映させたものとする。

３ 指導監査結果に基づく重点事項

指導監査の主眼事項のうち，前年度の指導監査結果の傾向や社会福祉施設等をめぐる昨今

の社会情勢等を考慮し，特に指導に意を用いる必要があると思われる下記事項を重点事項と

して，指導監査を実施する。

なお，障害者（児）福祉施設については，国の示す「障害者支援施設等指導監査指針」の

とおり，原則として，自主点検表の「主眼事項・着眼点」欄における下線を付した項目（以

下｢標準確認項目｣という。)以外の項目は，特段の事情がない限り確認を行わないものとす

る。

ただし，実地指導を進める中で不正が見込まれる等，詳細な確認が必要と判断する場合は，

「標準確認項目」に限定せず，必要な書類を徴し確認するものとする。

(1) 社会福祉法人の運営管理体制の確立

ア 諸規程の整備及び規程に基づく運営

定款，経理規程等，法人運営の基本となる諸規程が整備されているとともに，規程に

基づき適切に運営されているか。

イ 評議員会の充実

・ 要議決事項について，十分審議され，適正に議決が行われているか。

・ 評議員の数が定款で定めた理事の定数を超えているか。(小規模法人（平成27年度社会福祉事業等関連経常

収益額が4億円を超えない社会福祉法人）については，令和2年3月31日まで「4人以上」とされていた。)



ウ 理事会機能の充実

・ 法人の業務について，十分審議され，意思決定が行われているか。

エ 監事監査の充実

・ 理事会へ出席するとともに，業務執行の状況，当該法人の財産の状況，特に当該法

人の事業報告書，財産目録，貸借対照表及び収支計算書について毎年定期的に十分な

監査が行われているか。

(2) 会計処理の適正化

ア 内部牽制体制の確立，経理事務の適正な執行，運営費等の適正運用及び契約等事務の

執行について，要綱，規程等に基づき適正に処理されているか。(以下，留意点)

・ 会計責任者と出納責任者は兼務となっていないか。

・ 預金通帳と預金届出印の保管者は兼務となっていないか。

・ 簿外資金，通帳はないか。

・ 多額の借り入れはないか。理事会の決議を経て借り入れているか。

・ 予算書は，定款等の定め等に従い適正な手続きにより作成されているか。

(①理事長が作成⇒ ②理事会の承認⇒ ③理事会の決議を経て評議員会の承認)

イ 新会計基準に基づく会計処理について，経理規程等の整備や計算書類の作成等が適正

に行われているか。

(3) 社会福祉法人運営の透明性の確保及び地域における公益的取組の推進

ア 法人運営に関する透明性を高めるため，法令に定められた書類を備置き・閲覧，公

表を行っているか。

イ 社会福祉法人は，税制優遇措置が講じられている公益性の高い法人として,社会福祉

事業の中心的担い手としての役割を果たすのみならず，他の事業主体では困難な福祉ニ

ーズに対応することが求められる法人であることから，低所得者や生活困窮者の対応な

ど，地域の福祉ニーズに対応した公益的な取組の積極的な実施に努めているか。

(4) 社会福祉施設等の適正な運営管理

ア 利用者処遇及び権利擁護

・ 各利用者に配慮した支援計画等が策定され，適宜見直しが行われているか。

・ 虐待や身体拘束等の人権侵害等を未然に防止するための対策が適切に講じられてい

るか。

・ 相談・苦情解決体制の整備・運用，福祉サービス第三者評価事業の活用，施設内研

修の実施などにより，利用者本位のサービス提供やサービスの質の向上，利用者の権

利擁護に積極的に取り組んでいるか。

イ 施設の運営管理体制の確立

施設の職員配置基準に基づく人員の確保や管理規程等が整備されているか。

ウ 職員処遇の充実

職員の勤務体制や給与面について，就業規則に則った適正な取扱いが行われるととも

に，職員の資質向上を目的とした研修の機会が確保されているか。

エ 利用者預り金の管理

・ 預り金等管理規程に基づき適切な管理がなされるとともに，預金通帳等と通帳印に

ついては，異なる管理者が任命され，それぞれの責任下に適切に保管されているか｡

・ 施設長等は，出納状況等を毎月点検するとともに，家族等に定期的に報告している

か。

オ 感染症の予防対策等

ノロウイルス，インフルエンザ，新型コロナウイルス，レジオネラ症等の感染症や食

中毒に対し，日頃から適切な予防対策を講じているか。



カ 防災対策の取組み

・ 自力で避難することが出来ない利用者を主眼に置き，火災，震災，風水害その他の

当該施設の周辺の地域において想定される非常災害や想定訓練等の取組が十分になさ

れているか。

・ 特に，夜間の防火管理体制や初期消火・避難誘導・早期通報連絡体制が確立，周知

されているか｡

・ 日頃から地域の自主防災組織及び近隣住民等との連携協力体制を確保するよう努め

るとともに，必要な消防設備が設置されているか。

キ 安全管理体制の確立

事故防止対策マニュアル等を整備・周知するなど，施設全体で安全管理に取り組み，

事故発生時は，対策マニュアル等に基づき迅速・的確に対応し，関係機関に速やかに報

告がなされるとともに，原因究明，再発防止対策等に組織的な取組がなされているか。

４ 制度改正等に伴う対応

(1) 平成29年度に社会福祉法人に対する指導監査の見直しがなされたことに伴い，指導監査

の確認事項や基準を明確にした「指導監査ガイドライン」に基づいて実施することとなっ

たことから，法令又は通知等に定められた法人として遵守すべき事項について運営実態の

確認を行うなど指導監査を実施するものとする。

(2) 平成28年度から九州厚生局所管であった社会福祉法人の指導監査等に関する事務が法人

の主たる事務所の所在地の都道府県へ移譲されたことから，関係都道府県等と十分に連携

して指導監査を実施するものとする。

(3) 平成25年度から社会福祉法人指導監査等に関する事務が一般市へ移譲されたことから，

次の点に留意するものとする。

ア 市の指導監査実施担当部署と十分に連携して指導監査を実施すること。

イ 監査の整合性，一貫性を図る上で，市に対し，技術的助言を行うこと。

ウ 法人の状況，監査結果を把握する上で，市との情報共有を図ること。

(4) 県内の認可外保育施設で発生した重大事故に係る検証報告書における提言を踏まえ，改

善勧告等の手順を定めた指導監督実施要綱(R3.4.1新設)，及び立入調査実施要領等(R3.4.1改正)に基づ

き認可外保育施設の適正な運営確保を図るものとする。

(5) 局･支庁への権限移譲による改正後(R5.4.1施行)の鹿児島県有料老人ホーム立入検査実施要領

等に基づき，有料老人ホームの適正な運営確保を図るものとする。

Ⅱ 指導監査監査計画
対象数：令和５年４月１日現在

区 分 対 象 数 実施予定数

社会福祉法人 １５６ ５３

社会福祉施設等 １，１８９ ８１４

老人福祉施設(※） ４７７ １５８

障害者（児）福祉施設 １０５ ６９

児童福祉施設(※） ６０７ ５８７

計 １，３４５ ８６７


